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研究ノート

は

じ

め

に

「
市
民
の
所
有
す
る
生
産
手
段
を
使
っ
た
倒
人
，
万
働
に
よ
る
独
之
の
活
動

に
関
す
る
法
律
」
(
以
下
、
個
人
労
働
法
と
略
)
が
、

一
九
八
四
年
一
一
月

一
一
一
日
に
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
セ
ル
ビ
ア
共
和
国
議
会
を
通
過
し
た
。
こ
の

新
法
は
、
私
人
の
独
玄
自
営
業
を
規
制
し
て
い
た
い
く
つ
か
の
法
律
を
ひ
と

つ
に
ま
と
め
た
上
で
新
た
な
規
定
を
盛
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
こ
の
新
法
の
内
容
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
社
会
主
義
国
で
あ

る
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
い
て
、
私
的
所
有
に
基
づ
く
経
済
活
動
が
い
か
な

る
理
由
で
、
ま
た
、
い
か
な
る
程
度
認
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
将
来
の

見
通
し
は
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
う
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
所
有
形
態

私
的
所
有
に
基
づ
く
個
人
労
働
の
法
的
規
制
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
所
有
形
態
一
般
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く

必
要
が
あ
ろ
う
。

社
会
主
義
的
自
主
管
理
を
標
協
同
す
る
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
で
は
、
所
有
制
度

は
通
常
、
社
会
的
所
有
、
個
人
的
所
有
、
私
的
所
有
の
三
つ
に
区
分
さ
れ
て

い
る
。社

会
的
所
有
は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
社
会
・
経
済
の
根
幹
を
形
作
る
も

っ
と
も
重
要
な
所
有
形
態
で
あ
る
(
憲
法
、
基
本
原
則
第
三
章
第
一
節
)
。

し
か
し
、
社
会
的
所
有
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
法
の
立
場
か
ら
明
確
な

解
答
を
与
え
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。

社
会
的
所
有
の
概
念
は
国
家
社
会
主
義
社
会
(
行
政
的
管
理
制
度
)
に
続

く
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
社
会
主
義
社
会
の
第
二
段
階
と
し
て
の
社
会
的
自
主
管

理
制
度
の
発
展
過
程
の
中
で
生
ま
れ
た
。
社
会
的
(
労
働
者
)
自
主
管
理
に

つ
い
て
こ
れ
を
最
初
に
法
的
に
表
現
し
た
の
は
、

一
九
五

O
年
に
制
定
さ
れ

た
「
労
働
集
団
に
よ
る
国
営
企
業
と
上
級
経
済
連
合
体
の
管
理
に
関
す
る
基

本
法
」
で
あ
り
、
こ
の
法
律
の
成
立
に
伴
い
、
国
家
機
関
や
国
家
の
任
命
す

る
企
業
長
に
よ
る
企
業
の
行
政
的
管
理
に
代
わ
っ
て
、
労
働
者
自
身
に
よ
る

自
主
管
理
が
全
面
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
労
働
者
に
対
し
て
責
任

を
負
う
労
働
者
評
議
会
や
企
業
長
が
企
業
を
管
理
し
、
企
業
は
国
営
企
業
と

し
て
の
性
格
を
失
い
始
め
た
。
こ
れ
に
応
じ
て
、
ソ
連
型
の
国
家
的
所
有
は

(
間
接
的
)
社
会
的
所
有
へ
と
発
展
す
る
。
国
家
に
代
わ
っ
て
社
会
が
所
有

主
体
と
な
り
、
社
会
は
労
働
組
織
河
邑

E
C羽
田
口
紅
白
2
』
白
(
以
下
、

R

O
と

略
)
そ
の
他
の
社
会
法
人
を
通
じ
て
生
産
手
段
等
を
所
有
し
、

R

O
そ
の
他

の
社
会
法
人
(
以
下
、

R

O
で
一
括
)
が
そ
の
使
用
権
(
処
分
権
を
含
む
)

を
有
す
る
(
但
し
、

R

O
の
使
用
権
の
対
象
と
な
る
の
は
取
引
さ
れ
う
る
も
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の
、
つ
ま
り
商
品
だ
け
で
、
公
園
や
道
路
な
ど
の
公
物
に
対
し
て
は
使
用
権

は
成
立
し
な
い
)
。
し
か
し
、

一
応
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
社
会
的
所
有

の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は

一
九
五

O
年
以
来
今
日
ま
で
常
に
理
論
的
な
争

い
が
あ
り
、
今
、
だ
に
最
終
的
な
決
着
は
つ
い
て
い
な
い
。

ユーゴスラピアにおける社会的所有と個人労働

一
方
は
所
有
権
的
所
有
概
念
説
、
他

方
は
非
所
有
権
的
所
有
概
念
説
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

前
者
の
所
有
権
的
所
有
概
念
説
(
所
有
権
説
と
略
)
に
よ
れ
ば
、
社
会
的

所
有
は
所
有
権
と
し
て
の
性
質
を
全
て
備
え
た
権
利
で
あ
り
、
民
法
上
の
財

産
権
た
る

R

O
の
使
用
権
・
管
理
権
と
公
法
上
の
権
利
義
務
(
計
画
な
ど
)

と
い
う
2
つ
の
要
素
か
ら
成
っ
て
い
る
。
所
有
権
の
主
体
が
誰
か
に
つ
い
て

は
、
こ
の
説
の
中
で
も
争
い
が
あ
り
、
国
家
が
主
体
だ
と
す
る
説
、
社
会
が

主
体
だ
と
す
る
説
な
ど
の
ほ
か
に
、
企
業
・
地
方
自
治
体
・
国
家
な
ど
が
同

時
に
主
体
と
な
る
と
す
る
説
(
分
割
所
有
権
説
)
も
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず

れ
の
説
に
よ
っ
て
も
、
具
体
的
な
取
引
の
世
界
で
は
、

R

O
、
つ
ま
り
企
業

が
社
会
的
生
産
物
の
使
用
者
・
管
理
者
と
し
て
登
場
す
る
。
企
業
は
、
物
権

学
説
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
、

た
る
使
用
権
に
基
づ
い
て
生
産
手
段
や
製
品
を
自
由
に
使
用
・
管
理
・
処
分

で
き
、
こ
の
権
利
の
侵
害
に
対
し
て
は
物
権
的
請
求
権
に
よ
る
保
護
も
与
え

ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
説
明
に
対
し
て
は
、
こ
の
使
用
権
と
古
典
的
所
有
権
と
は
ど

こ
が
違
う
の
か
と
の
疑
問
が
当
然
出
て
来
る
。
論
者
に
よ
れ
ば
、
古
典
的
所

有
権
が
原
則
と
し
て
無
制
限
な
の
に
対
し
て
、
企
業
の
使
用
権
は
、
計
画
・

経
済
政
策
と
い
っ
た
公
法
的
要
素
に
よ
り
原
則
と
し
て
制
限
さ
れ
て
い
る
上
、

使
用
権
の
主
体
・
客
体
に
応
じ
て
内
容
を
変
え
る
(
例
え
ば
、
経
済
活
動
に

従
事
す
る
企
業
は
国
や
地
方
自
治
体
よ
り
も
自
由
に
物
を
使
用
・
処
分
で
き

る
と
か
、
流
動
資
産
に
対
す
る
処
分
権
の
範
囲
は
固
定
資
産
の
場
合
よ
り
広

い
な
ど
)
と
い
う
点
に
両
者
の
違
い
が
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。

他
方
、
非
所
有
権
的
所
有
概
念
説
(
非
所
有
権
説
)
に
よ
れ
ば
、
社
会
的

所
有
は
所
有
権
で
は
な
く
、
「
社
会
的
財
産
」
、
「
経
済
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
、
「
基

本
的
社
会
経
済
関
係
」
な
ど
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
民
法
上
の
権
利
と

は
異
な
る
公
法
上
の
概
念
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
も
は
や
法
概
念
で
す
ら
な

い
と
す
る
説
さ
え
あ
る
。
そ
の
主
体
も
(
少
な
く
と
も
法
的
に
は
)
存
在
せ

ず
、
社
会
的
所
有
の
主
体
は
誰
か
と
い
う
問
題
を
立
て
る
こ
と
自
体
見
当
違

い
だ
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
主
体
と
は
物
を
独
占
的
に
支
配
す
る
者
を
指
す
。

し
か
し
、
商
品
経
済
と
市
場
を
認
め
る
限
り
、
社
会
的
所
有
を
取
引
法
の

場
で
表
現
す
る
こ
と
は
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
社
会
的
所
有

の
財
産
法
上
の
表
現
と
し
て
登
場
す
る
の
が

R

O
の
使
用
権
(
管
理
権
)
で

あ
る
。
非
所
有
権
説
に
お
い
て
も
、

R

O
つ
ま
り
企
業
が
こ
の
使
用
権
に
基

づ
い
て
社
会
的
所
有
の
客
体
(
社
会
的
所
有
物
)
を
使
用
・
処
分
す
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
使
用
権
の
性
質
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
説
明
が
試
み

ら
れ
て
い
る
が
、
独
占
を
排
し
た
は
ず
の
社
会
的
所
有
か
ら
事
実
上
の
独
占

北法36(3・411)1075 



研究ノート

を
認
め
る
使
用
権
が
い
か
な
る
論
理
で
導
き
出
さ
れ
る
の
か
今
ひ
と
つ
は
っ

き
り
し
な
い
。

結
局
、
所
有
権
説
、
非
所
有
権
説
の
い
ず
れ
の
立
場
に
立
っ
て
も
、
社
会

的
所
有
物
に
対
す
る
企
業
の
使
用
権
の
内
容
は
、
所
有
権
の
内
容
に
著
し
く

接
近
し
て
い
る
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
現
実
の
経
済
活
動
で
は
、
こ
の
使
用

権
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
り
、
経
済
主
体
た
る

R
O
の
活
動
を
法

的
に
考
察
す
る
際
に
は
、
社
会
的
所
有
の
所
有
権
性
や
主
体
を
め
ぐ
る
議
論

に
は
見
か
け
ほ
ど
の
実
益
は
な
い
と
言
え
よ
う
。

実
定
法
に
お
い
て
は
、

一
九
六
三
年
以
来
、
社
会
的
生
産
手
段
に
対
し
て

は
何
人
も
所
有
権
を
持
た
ず
、
何
人
も
(
国
家
も
企
業
も
個
人
も
)
所
有
権

に
基
づ
い
て
社
会
的
生
産
手
段
を
管
理
・
処
分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
宣

言
さ
れ
(
六
三
年
憲
法
、
基
本
原
則
第
三
章
第
二
節
)
、
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
、

現
行
の
一
九
七
四
年
憲
法
に
引
き
つ
が
れ
て
い
る
(
七
四
年
憲
法
、
基
本
原

則
第
三
章
第
四
節
)
。
す
な
わ
ち
、
現
行
法
は
非
所
有
権
説
の
立
場
を
取
っ

て
い
る
。
社
会
的
所
有
と
い
う
概
念
は
所
有
権
と
い
う
法
的
概
念
と
は
別
の

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
社
会
的
経
済
的
関
係
を
表
現
し

て
い
る
社
会
的
経
済
的
概
念
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
同
右
第
一

節
)
。
か
か
る
社
会
的
経
済
的
概
念
と
し
て
の
社
会
的
所
有
を
構
成
す
る
の
は
、

生
産
手
段
そ
の
他
の
労
働
手
段
、
生
産
物
、
所
得
な
ど
で
あ
り
(
憲
法
第
一

二

条

第

一

項

)

、

連

合

労

働

基

礎

組

織

(
O回
口
。
〈
口
白

0
2
3口
H
N
山
口
C
m
w

C
巳
『

ENg-四
河
釦
且
也
、
以
下
、

0
0
U
R
と
略
)
そ
の
他
の
連
合
労
働
組
織

内
の
労
働
者
に
対
し
て
、
社
会
的
所
有
下
に
あ
る
生
産
手
段
を
使
っ
て
労
働

す
る
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
る
(
憲
法
第
二
二
条
第
一
項
)
。
こ
の
権
利
に

基
づ
い
て
労
働
者
が
生
産
手
段
を
直
接
に
管
理
す
る
(
憲
法
第
一
四
条
第
一

項
)
。
当
然
な
が
ら
、
こ
の
労
働
権
、
管
理
権
は
所
有
権
で
は
な
い
。

し
か
し
、
現
実
の
経
済
で
は
、
社
会
的
所
有
物
た
る
生
産
物
そ
の
他
の
商

品
は
も
ち
ろ
ん
取
引
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
取
引
が
所
有
権
に
基
づ
い
て
な
さ

れ
て
い
る
の
で
な
い
と
す
れ
ば

一
体
何
に
基
づ
い
て
取
引
は
行
わ
れ
て
い

る
の
か
。
連
合
労
働
法
が
こ
の
間
い
に
答
え
て
く
れ
る
。
同
法
に
よ
れ
ば
、

O
O
U
R
そ
の
他
の
社
会
法
人
は
、
そ
こ
で
働
く
労
働
者
が
管
理
す
る
社
会

的
資
産
(
物
、
金
銭
、
財
産
権
)
を
自
主
管
理
協
定
、
契
約
そ
の
他
の
法
律

行
為
に
よ
っ
て
処
分
(
他
の
権
利
主
体
に
移
転
す
る
等
)
す
る
こ
と
が
で
き

る
(
同
法
第
二
四
三
条
、
第
二
四
四
条
、
第
二
六
五
条
)
。
取
引
は
こ
の
処

A

叩
}

分
権
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
処
分
権
の
法
的
性
質
は
何
か

と
い
う
問
題
に
対
し
、
法
は
明
確
な
解
答
を
示
し
て
い
な
い
。
使
用
権
・
管

理
権
を
め
ぐ
る
議
論
で
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
学
説
に
お
い
て
も
見
解
は
一

致
し
て
い
な
い
。
あ
る
説
に
よ
れ
ば
、

O
O
U
R
そ
の
他
の
社
会
法
人
の
持

つ
処
分
権
は
物
権
で
あ
り
、
た
だ
物
の
価
値
の
移
転
に
関
す
る
権
限
の
み
を

内
容
と
す
る
点
で
古
典
的
物
権
と
区
別
さ
れ
る
。
別
の
説
に
よ
れ
ば
、
処
分

権
は
物
権
で
は
な
く
、
権
利
で
す
ら
な
く
、
単
に
社
会
的
法
人
の
持
つ
機
能

北法36(3・412)1076 



に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は

O
O
U
R
内
の
労
働
者
の
持
つ
労
働
権
、
管
理
権
か

ら
派
生
す
る
機
能
で
、
代
理
人
と
本
人
の
関
係
の
よ
う
に
、
社
会
的
所
有
物

に
関
す
る
社
会
法
人
の
法
律
行
為
の
効
果
が
直
ち
に
労
働
者
に
帰
属
す
る
と

い
う
関
係
(
但
し
こ
れ
は
代
理
関
係
で
は
な
い
)
が
成
立
し
て
い
る
と
説
明

{

担

}

(

出

一

さ
れ
る
。
ま
た
、
処
分
権
を
含
む
管
理
権
を
所
有
権
と
同
視
す
る
見
解
も
少

数
説
な
が
ら
依
然
と
し
て
有
力
で
あ
る
。
取
引
を
規
制
す
る
債
務
関
係
法
で

は
、
処
分
権
と
所
有
権
は
同
格
に
扱
わ
れ
、
他
の
権
利
と
は
明
確
に
区
別
さ

~uv 

れ
て
い
る
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
法
制
度
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る

内
在
的
矛
盾
、
理
論
と
現
実
の
議
離
の
一
例
を
こ
こ
に
も
見
る
こ
と
が
で
き

ユーゴスラピアにおける社会的所有と個人労働

ょ、っ。社
会
的
所
有
に
対
す
る
非
所
有
権
説
的
理
解
が
無
責
任
な
経
済
運
営
、
現

{
昂
)

在
の
経
済
危
機
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
と
の
批
判
も
根
強
く
、
社
会
的
所
有

(
剖
)

を
め
ぐ
る
議
論
に
は
ま
だ
ま
だ
決
着
は
っ
き
そ
う
に
な
い
。

現
行
法
は
、
社
会
的
所
有
を
所
有
権
で
な
い
と
宣
言
す
る
一
方
で
、
個
人

(
幻
)

的
所
有
と
私
的
所
有
を
所
有
権
と
認
め
て
い
る
。
個
人
的
所
有
は
、
社
会
的

生
産
手
段
ま
た
は
私
的
生
産
手
段
を
使
っ
た
労
働
の
結
果
に
対
し
て
成
立
し
、

個
人
的
必
要
の
た
め
に
消
費
さ
れ
る
物
を
対
象
と
す
る
(
憲
法
七
八
条
、
基

本
所
有
権
関
係
法
第
九
条
)
。
他
方
、
私
的
所
有
は
一
定
の
生
産
手
段
に
対

し
て
個
人
が
有
す
る
所
有
権
で
あ
り
、
農
地
そ
の
他
の
土
地
、
森
林
、
事
務

所
、
労
働
手
段
な
ど
を
対
象
と
す
る
(
憲
法
第
六
四
条
、
第
八

O
条
、
基
本

所
有
権
関
係
法
第
一

O
条
)

0

但
し
、
個
人
的
所
有
と
私
的
所
有
の
境
界
は
流
動
的
で
あ
る
。
ど
う
い
う

目
的
で
物
が
使
用
さ
れ
る
か
に
応
じ
て
、
同
じ
物
が
個
人
的
所
有
物
に
も
私

的
所
有
物
に
も
な
る
。
例
え
ば
、
乗
用
車
は
、
所
有
者
や
そ
の
家
族
が
個
人

的
必
要
を
満
た
す
た
め
に
こ
れ
を
使
う
な
ら
ば
個
人
的
所
有
の
対
象
で
あ
る

が
、
所
得
を
得
る
目
的
で
使
う
な
ら
ば
(
タ
ク
シ
ー
な
ど
)
私
的
所
有
の
対

象
と
な
る
。
住
宅
も
自
分
た
ち
で
住
む
の
な
ら
個
人
的
所
有
物
で
あ
る
が
、

他
人
に
賃
貸
す
る
の
な
ら
私
的
所
有
物
と
な
る
。

所
有
者
は
、
法
律
の
定
め
る
範
囲
内
で
目
的
物
を
占
有
、
使
用
、
処
分
す

る
権
利
を
持
つ
が
(
基
本
所
有
権
関
係
法
第
三
条
て
こ
の
範
囲
は
個
人
的

所
有
か
私
的
所
有
か
で
異
な
る
。
個
人
的
所
有
の
場
合
は
、
住
宅
や
土
地
に

つ
き
特
別
の
規
制
が
あ
る
以
外
、
原
則
と
し
て
無
制
限
に
所
有
権
を
行
使
で

き
る
(
例
え
ば
メ
ル
セ
デ
ス
ベ
ン
ツ
を
何
台
持
っ
て
い
て
も
違
法
で
は
な
い
)

が
、
私
的
所
有
の
場
合
は
原
則
と
し
て
所
有
権
の
内
容
が
制
限
さ
れ
て
い
る

(
同
法
第
九
条
第
三
項
。
例
え
ば
、
農
民
の
所
有
で
き
る
農
地
の
面
積
は
原

則
と
し
て
一
戸
当
た
り
一

O
ヘ
ク
タ
ー
ル
ま
で
と
か
、
個
人
が
タ
ク
シ
ー
と

し
て
使
え
る
自
動
車
は
一
台
だ
け
な
ど
)
。

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
私
的
所
有
の
役
割
を
考
察
す
る
際
、
社
会
的

経
済
的
に
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
個
人
農
と
独

立
自
営
者
の
活
動
で
あ
る
。
今
回
の
個
人
労
働
法
は
、
後
者
の
分
野
で
私
的
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所
有
に
対
す
る
制
限
を
一
歩
緩
和
す
る
方
向
を
示
し
た
注
目
す
べ
き
立
法
で

あ
る
。

個
人
労
働
法

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
で
は
、
戦
後
、
社
会
主
義
体
制
に
変
わ
っ
た
の
ち
も
、

個
人
労
働
は
一
定
の
分
野
で
常
に
認
め
ら
れ
て
来
た
。
現
行
憲
法
も
そ
の
存

在
を
明
文
で
承
認
し
て
い
る
。
そ
の
第
六
四
条
に
よ
れ
ば
、
労
働
に
応
じ
た

分
配
そ
の
他
の
社
会
主
義
社
会
の
原
則
に
反
し
な
い
な
ど
一
定
の
条
件
を
満

た
す
限
り
、
市
民
に
は
、
そ
の
所
有
す
る
労
働
手
段
を
使
っ
て
独
立
に
個
人

労
働
を
行
う
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
個
人
労
働
に
従
事
す
る

労
働
者
は
、
原
則
と
し
て
、
社
会
セ
ク
タ
ー
の
労
働
者
と
向
じ
社
会
的
経
済

的
地
位
に
あ
り
、
同
じ
権
利
義
務
を
有
す
る
(
憲
法
、
基
本
原
則
第
三
章
第

一
四
節
)
。
こ
れ
ら
の
規
定
を
受
け
て
、
各
共
和
国
・
自
治
州
は
そ
れ
ぞ
れ

独
自
に
個
人
労
働
に
関
す
る
法
令
を
定
め
、
そ
の
活
動
を
具
体
的
に
規
制
し

て
い
る
。

セ
ル
ピ
ア
共
和
国
で
は
個
人
労
働
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
は
各
業
種
ご
と

(
却
)

に
単
行
法
を
制
定
し
て
い
た
。
今
回
の
立
法
は
、
こ
れ
ら
の
単
行
法
を
整
理

し
て
ひ
と
つ
に
ま
と
め
、
い
く
つ
か
の
改
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
な
お

本
法
は
セ
ル
ピ
ア
共
和
国
(
自
治
州
を
除
く
)
に
の
み
適
用
さ
れ
る
法
律
で

あ
る
が
、
他
の
共
和
国
お
よ
び
自
治
州
に
お
い
て
も
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、

「泊

2
)

規
制
の
内
容
は
本
質
的
に
は
変
わ
ら
な
い
。

本
法
は
全
一
二
二
条
か
ら
成
り
、
基
本
原
則
、
個
人
労
働
に
従
事
す
る
た

め
の
条
件
、
各
種
個
人
労
働
の
内
容
、
個
人
労
働
者
の
連
合
、
罰
則
の
全
五

章
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
ま
ず
、
各
業
種
別
の
個
人
労
働
の
内
容

か
ら
眺
め
て
み
よ
う
。

手

工

業

本
法
に
い
う
手
工
業
と
は
、
①
原
料
・
半
製
品
の
加
工
・
仕
上
げ
・
変

化
・
設
置
に
よ
る
物
や
製
品
の
製
造
・
製
作
、
②
物
の
性
質
お
よ
び
仕
事
の

方
法
上
、
私
的
生
産
手
段
を
使
っ
た
個
人
労
働
の
対
象
と
な
る
そ
の
他
の
生

産
物
の
製
造
・
修
理
、
③
建
築
に
関
す
る
職
人
仕
事
、
④
個
人
的
な
サ
ー
ビ

ス
と
修
理
、
⑤
家
の
内
で
の
サ
ー
ビ
ス
、
を
言
う
(
第
五
一
条
)
。
具
体
的

に
は
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
、
写
真
撮
影
、
パ
ー
マ
、
仕
立
て
、
電
気
製
品
・
化

学
製
品
・
皮
製
品
・
陶
器
の
製
作
、
パ
ン
焼
き
、
上
下
水
道
設
置
、
パ
ン
ク

修
理
、
製
本
、
ガ
ラ
ス
・
金
属
の
加
工
、
塗
装
な
ど
二
三
一

0
種
類
の
仕
事
が

(
剖
)

経
済
省
令
に
よ
り
例
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
に
も
必
要
が
あ
れ
ば
、
セ

{
出
)

ル
ピ
ア
経
済
会
議
所
が
個
々
の
仕
事
が
手
工
業
と
み
な
さ
れ
る
か
否
か
に
つ

い
て
見
解
を
一
不
す
(
第
五
二
条
)
。
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手
工
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
独
立
の
仕
事
場
を
作
っ
て
そ
こ
で
作
業
し
、

製
品
を
販
売
す
る
(
第
五
四
条
、
第
五
七
条
)
。

本
法
に
よ
り
、
手
工
業
者
が
一
雇
用
で
き
る
労
働
者
数
の
上
限
が
こ
れ
ま
で

(
話
)

の
五
人
か
ら
一

O
人
に
拡
大
さ
れ
た
(
第
六

O
条
)

0

こ
の
一
雇
用
制
限
緩
和

措
置
が
今
回
の
立
法
中
、
も
っ
と
も
重
要
な
改
正
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
手
工
業
者
は
自
己
の
活
動
範
囲
自
体
を
拡
大
で
き
る
だ
け
で
な

く
、
社
会
セ
ク
タ
ー
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
共
同
事
業
に
お
い
て
も
い
っ
そ
う
重

要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。

個
人
の
従
事
で
き
る
手
工
業
類
似
の
活
動
に
つ
い
て
も
、
本
法
は
そ
の
範

ユーゴスラピアにおける社会的所有と個人労働

囲
を
拡
大
し
た
。
こ
れ
ま
で
も
認
め
ら
れ
て
き
た
遊
技
場
(
ラ
イ
フ
ル
射
撃

場
、
メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ン
ド
、
サ
ー
カ
ス
な
ど
)
の
開
設
、
手
荷
物
の
運
搬
、

商
品
の
積
み
降
ろ
し
、
砂
・
小
石
・
砂
利
の
採
取
、
国
体
燃
料
の
切
断
、
通

り
そ
の
他
公
け
の
場
所
で
の
計
量
、
窓
ふ
き
、
床
磨
き
、
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン

ド
ー
・
家
具
の
清
掃
、
建
築
現
場
で
の
肉
体
労
働
の
ほ
か
に
、
自
転
車
・

ボ
ー
ト
の
貸
出
、
ア
パ
ー
ト
の
清
掃
、
書
類
の
複
製
・
コ
ピ

1
、
子
供
・
老

人
・
病
人
の
世
話
、
結
婚
式
な
ど
お
祝
い
の
場
で
の
演
奏
・
歌
唱
が
新
た
に

(
野
)

リ
ス
ト
に
加
え
ら
れ
た
(
第
六
一
条
第
一
項
)
。
ォ
プ
シ
ュ
テ
ィ
ナ
議
会
は
、

こ
れ
ら
以
外
の
活
動
を
手
工
業
類
似
の
も
の
と
定
め
る
こ
と
も
で
き
る
(
同

条
第
二
項
)
。

こ
れ
ま
で
こ
れ
ら
の
活
動
で
は
、
経
営
者
が
他
人
を
一
雇
う
こ
と
は
認
め
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
本
法
に
よ
り
最
高
五
人
ま
で
一
雇
一
周
す
る
こ
と
が
初
め

て
認
め
ら
れ
た
(
第
六
三
条
)

0

(
二
)
接
客
・
観
光
業

接
客
業
と
は
、
食
物
や
飲
物
の
用
意
と
提
供
、
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を

一
言
う
(
第
七
三
条
)
。
個
人
営
業
の
喫
茶
庖
、
レ
ス
ト
ラ
ン
、
ホ
テ
ル
が
こ

れ
に
当
た
る
。
営
業
応
舗
は
ひ
と
つ
に
限
ら
れ
る
が
、
ひ
と
つ
の
庖
舗
で
複

数
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
(
例
え
ば
、
ホ
テ
ル
と
レ
ス
ト
ラ
ン
を
兼
ね
る
)

」
と
は
認
め
ら
れ
る
(
第
七
四
条
第
一
項
、
第
二
項
)

0

経
営
者
は
最
高
で
五
人
ま
で
労
働
者
を
雇
う
こ
と
が
で
き
る
(
第
七
七
条

第
一
項
)
。
但
し
、
オ
プ
シ
ュ
テ
ィ
ナ
議
会
が
特
に
社
会
的
に
必
要
と
認
め

た
場
合
に
は
さ
ら
に
五
人
、
つ
ま
り
合
計
一

O
人
ま
で
の
労
働
者
を
使
う
こ

と
が
で
き
る
(
同
条
第
二
項
)
。

以
上
の
点
は
旧
法
と
変
わ
ら
な
い
が
、
営
業
者
の
資
格
に
つ
い
て
新
法
は

厳
し
く
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
は
能
力
あ
り
と
認
め
ら
れ
れ
ば
十
分
だ
っ
た
の

に
、
今
後
は
、
ニ
疋
の
専
門
教
育
を
受
け
て
専
門
資
格
を
取
る
こ
と
が
要
求

さ
れ
る
(
第
七
五
条
第
一
項
)

0

右
の
接
客
業
と
異
な
っ
た
形
で
の
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
民
宿
が
認
め
ら
れ
て

お
り
、
市
民
は
自
己
の
所
有
す
る
住
宅
で
旅
行
者
に
部
屋
と
食
事
を
提
供
す
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る
こ
と
が
で
き
る
(
第
八

O
条
第
一
項
)
。
キ
ャ
ン
プ
用
地
を
貸
す
こ
と
も

今
回
初
め
て
認
め
ら
れ
た
(
向
上
)
。
但
し
、
民
宿
や
キ
ャ
ン
プ
用
地
の
提

供
は
必
ず
旅
行
代
理
庖
(
社
会
セ
ク
タ
ー
)
を
通
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
(
同
条
第
三
項
)
、
提
供
者
が
直
接
に
旅
行
者
と
契
約
し
料
金
を
受
け

取
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
第
八
六
条
)
。
こ
れ
ま
で
は
、
民
宿
の
開
設
に
つ

き
特
別
の
許
可
は
い
ら
ず
届
出
だ
け
で
足
り
て
い
た
が
、
本
法
は
こ
れ
を
許

可
制
に
改
め
た
(
第
八
三
条
)
。
な
お
、
民
宿
・
キ
ャ
ン
プ
用
地
で
の
サ
l

ピ
ス
提
供
で
は
、
他
人
を
雇
う
こ
と
は
で
き
ず
、
家
族
の
労
働
し
か
使
え
な

い
(
第
八
五
条
)
。

個
人
の
旅
行
ガ
イ
ド
業
も
本
法
に
よ
り
初
め
て
認
め
ら
れ
た
(
第
八
七
条
、

第
八
八
条
)
。
民
宿
同
様
、
個
人
ガ
イ
ド
も
旅
行
代
理
庖
を
通
じ
て
仕
事
を

す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
(
第
九

O
条
第
一
項
)
。
両
者
の
権
利

義
務
は
契
約
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
(
同
条
第
二
項
)
。
旅
行
ガ
イ
ド
の
専

門
教
育
を
終
了
し
て
資
格
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
こ
の
仕
事
は
で
き
な
い

(
第
八
九
条
)
。
人
を
雇
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
(
第
九
一
条
)
。

(
三
)
運

送

業

こ
の
業
種
に
関
す
る
規
制
の
内
容
は
旧
法
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。

市
民
は
、
自
動
車
、
バ
イ
ク
、
馬
車
、
舟
な
ど
を
使
っ
た
旅
客
・
貨
物
の

運
送
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
が
で
き
る
(
第
九
三
条
第
一
項
)
。
但
し
、
原
則

と
し
て
不
定
期
路
線
に
限
る
(
第
九
五
条
第
三
項
)
。
使
え
る
輸
送
手
段
は

一
台
に
限
ら
れ
る
(
第
九
四
条
)
。
特
定
の
運
転
免
許
を
持
っ
て
い
な
け
れ

ば
こ
の
仕
事
に
は
従
事
で
き
な
い
(
第
九
六
条
)
。

自
動
車
に
よ
る
旅
客
運
送
(
タ
ク
シ
ー
)
の
場
合
、
座
席
数
は
運
転
席
を

含
め
て
五
座
席
ま
で
に
制
限
さ
れ
て
い
る
(
第
九
五
条
第
一
項
)
。
但
し

オ
プ
シ
ュ
テ
ィ
ナ
議
会
の
決
定
に
よ
り
、
こ
の
数
を
九
座
席
ま
で
に
増
や
す

こ
と
が
で
き
る
(
同
条
第
二
項
)
。
陸
上
貨
物
輸
送
に
つ
い
て
は
、
助
手
の

運
転
手
と
荷
の
積
み
卸
し
の
た
め
の
労
働
者
を
一
人
ず
つ
雇
う
こ
と
が
認
め

ら
れ
(
第
九
九
条
第
一
項
)
、
貨
物
の
重
量
制
限
も
な
い
。

四
)
小

で甘

7c 

業

こ
の
分
野
で
も
本
法
に
よ
る
大
き
な
変
化
は
な
い
。
個
人
商
庖
で
扱
え
る

商
品
は
、
農
産
物
、
食
料
品
、
林
産
物
、
小
型
農
具
、
本
そ
の
他
の
出
版
物
、

美
術
作
品
、
美
術
用
品
、
骨
董
、
文
房
具
、
学
用
品
、
タ
バ
コ
、
マ
ソ
チ
、

新
聞
、
封
筒
、
絵
ハ
ガ
キ
、
お
祝
い
カ

1
ド
、
郵
便
切
手
、
衛
生
用
品
、
家

の
補
修
用
具
で
あ
る
(
第
一

O
五
条
第
一
項
)
。
従
っ
て
、
個
人
で
寄
宿
や

画
廊
を
開
く
こ
と
も
で
き
る
。

骨
董
品
に
つ
い
て
は
、
今
回
新
た
に
文
化
財
保
護
の
観
点
か
ら
特
別
の
規
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{
疋
が
置
か
れ
た
(
第
一

O
七
条
l
第
一
一

O
条)。

個
人
小
売
業
者
は
、
接
客
業
と
同
じ
く
、
一
定
の
専
門
教
育
を
終
え
て
い

る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
(
第
一

O
六
条
第
一
項
)
。
雇
え
る
労
働
者
の
数
は

四
人
ま
で
で
あ
る
(
第
一
一
一
ニ
条
)
。

(
五
)
そ
の
他
の
業
種

こ
れ
ら
の
活
動
の
ほ
か
に
、
民
芸
品
な
ど
の
作
成
・
販
売
(
手
工
芸
、
第

六
七
条
|
第
七
二
条
)
、
ゴ
ミ
廃
口
聞
の
回
収
・
販
売
(
第
一

一
七
条
第
一

ユーゴスラピアにおける社会的所有と個人労働

二
一
条
)
、
建
築
物
や
製
品
に
関
す
る
技
術
的
文
書
の
作
成
(
第
一
一
一
一
一
条

|
第
一
二
五
条
)
、
小
規
模
の
発
電
・
配
電
(
第
一
二
六
l
第
一
二
七
条
)

に
つ
き
本
法
は
定
め
を
置
い
て
い
る
。
な
お
、
後
者
二
者
は
、
本
法
に
よ
り

初
め
て
認
め
ら
れ
た
活
動
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
本
法
は
、
個
人
営
業
の
認
め
ら
れ
な
い
活
動
に
つ
き
初
め
て
包

括
的
な
定
め
を
置
い
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
化
領
域
で
の
興
業
契
約
の
仲

介
(
プ
ロ
モ
ー
ト
)
、
レ
コ
ー
ド
・
磁
気
テ
l
プ
・
ピ
デ
オ
カ
セ
ッ
ト
そ
の

他
複
製
で
き
る
も
の
の
製
作
、
旅
行
代
理
業
、
そ
の
他
、
特
別
法
で
定
め
ら

れ
る
活
動
は
個
人
セ
ク
タ
ー
で
は
行
え
な
い
(
第
二
条
)
。
従
っ
て
、
こ
れ

に
反
し
な
い
限
り
で
は
、
本
法
に
定
め
の
な
い
活
動
に
市
民
が
個
人
的
に
従

事
で
き
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
。

六
)
営
業
許
可

こ
れ
ま
で
も
、
個
人
労
働
者
が
法
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば
オ
プ
シ
ュ
テ
ィ

ナ
の
管
轄
機
関
は
そ
の
営
業
を
許
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
申
請
か
ら
許
可
決
定
ま
で
の
期
間
は
具
体
的
に
は
定
め
ら

れ
て
お
ら
ず
(
唯
一
、
手
工
業
に
つ
い
て
、
一
九
八
一
年
の
法
改
正
で
初
め

て
そ
の
期
間
が
三

O
日
と
定
め
ら
れ
た
て
現
実
に
は
決
定
ま
で
に
非
常
に

長
い
時
間
が
か
か
っ
て
い
た
。
本
法
は
こ
の
点
を
大
幅
に
改
め
、
決
定
手
続

を
二
段
構
え
で
詳
細
に
定
め
た
上
、
第
一
の
申
請
に
対
し
て
は
一
五
日
以
内

に
決
定
を
下
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
第
二
の
申
請
に
対
し
て
は
八
日
以
内
に
決

定
す
る
こ
と
を
管
轄
機
関
に
義
務
付
け
た
(
第
一
七
条
、
第
一
八
条
第
一
項

|
第
三
項
)
。
第
二
の
申
請
に
対
し
て
期
間
内
に
決
定
が
下
さ
れ
な
い
場
合
、

法
定
の
条
件
を
満
た
す
申
請
者
は
任
意
に
営
業
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る

(
第
一
入
条
第
四
項
)
。
こ
れ
も
本
法
に
よ
る
も
っ
と
も
重
要
な
改
正
点
の
ひ

と
つ
で
あ
る
。

(
七
)
個
人
労
働
者
の
連
合

ア)一

O
人
以
上
の
個
人
労
働
者
が
集
ま
っ
て
自
主
管
理
協
定
を
結
び
、
そ

の
労
働
、
労
働
手
段
、
資
金
な
ど
を
連
合
し
て
協
同
組
合
と
し
て
営
業
す
る

北法36(3・417)1081 



研究ノート

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
(
第
一
二
八
条
|
第
一
一
一
一

O
条
)

0

こ
れ
ま
で
は

手
工
業
に
つ
い
て
の
み
か
か
る
規
定
が
存
在
し
て
い
た
が
、
本
法
に
よ
り
全

て
の
個
人
労
働
に
そ
の
可
能
性
が
広
げ
ら
れ
た
(
な
お
憲
法
第
六
五
条
)
。

協
同
組
合
内
に
は

R

O
と
向
様
に
、

O
O
U
R
お
よ
び
労
働
共
同
体
を
組

織
す
る
こ
と
が
で
き
、
ほ
か
に
協
同
組
合
に
特
有
の
単
位
と
し
て
組
合
基
礎

組
織
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
(
第
一
四
七
条
、
第
一
四
八
条
、
第
一
五
二
条
)
。

組
合
基
礎
組
織
の
メ
ン
バ
ー
は
原
則
と
し
て
、
労
働
や
資
金
を
出
資
す
る
個

人
労
働
者
だ
け
で
(
第
一
四
七
条
第
三
項
)
、
組
合
基
礎
組
織
は

O
O
U
R

と
同
じ
権
利
・
義
務
・
責
任
を
持
つ
(
第
一
五
六
条
)
。

個
人
労
働
者
が
連
合
せ
ず
に
営
業
す
る
場
合
、
そ
の
責
任
は
無
限
で
あ
る

が
(
第
六
条
)
、
協
同
組
合
お
よ
び
組
合
基
礎
組
織
は
そ
の
処
分
し
う
る
財

産
の
範
囲
で
の
み
債
務
に
対
し
て
責
任
を
負
う
(
第
一
七

O
条
第
一
項
、
第

一
七
一
条
)
。
協
同
組
合
の
債
務
に
対
し
て
は
、
そ
の
構
成
部
分
た
る
組
合

基
礎
組
織
お
よ
び
O
O
U
R
も
、
自
主
管
理
協
定
に
定
め
た
範
囲
で
協
同
組

合
に
連
帯
し
て
、
あ
る
い
は
連
帯
せ
ず
に
責
任
を
負
う
(
第
一
七
一
条
第
二

項
)
。
協
同
組
合
ま
た
は
組
合
基
礎
組
織
の
債
務
が
自
己
ま
た
は
そ
の
構
成

組
織
の
処
分
し
う
る
財
産
で
カ
バ
ー
し
き
れ
な
い
場
合
に
は
、
協
同
組
合
設

立
の
自
主
管
理
協
定
で
定
め
た
保
証
限
度
ま
で
組
合
員
が
補
足
的
に
責
任
を

負
う
(
第
一
七
二
条
)
。

(
イ
)
連
合
の
第
二
の
形
態
と
し
て
、
個
人
労
働
者
は
労
働
と
労
働
手
段
を
提

供
し
て
、
社
会
セ
ク
タ
ー
と
共
同
で
業
務
を
行
う
こ
と
も
で
き
る
(
第
一
人

七
条
)
。
こ
れ
ま
で
は
、
こ
の
共
同
事
業
に
関
し
て
は
、
手
工
業
と
接
客
業

に
つ
き
簡
単
な
規
定
が
あ
る
だ
け
だ
っ
た
が
、
本
法
は
こ
れ
を
詳
し
く
規
制

し
て
全
業
種
の
個
人
労
働
に
適
用
範
凶
を
広
げ
た
(
な
お
憲
法
第
六
六
条
)
。

共
同
関
係
が
継
続
的
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
個
人
労
働
者
と
相
手
方

の
労
働
組
織
と
の
問
で
自
主
管
理
協
定
が
結
ば
れ
、
相
互
の
権
利
、
義
務
、

責
任
に
つ
い
て
そ
の
内
容
が
明
確
に
定
め
ら
れ
る
(
第
一
八
八
条
第
一
項
)
。

そ
の
際
、
個
人
労
働
者
は
相
手
方
労
働
組
織
内
の
労
働
者
と
平
等
に
共
同
事

業
の
運
営
に
参
加
し
、
共
同
収
入
実
現
へ
の
貢
献
度
に
応
じ
て
収
入
の
分
配

を
受
け
る
(
同
条
第
二
項
)
。
ま
た
、
個
人
労
働
者
は
、
自
分
た
ち
だ
け
で
、

あ
る
い
は
相
手
方
組
織
内
の
労
働
者
と
と
も
に
共
同
基
礎
組
織
を
作
り
、
。

o
u
Rと
同
じ
地
位
で
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
第
一
八
九
条
)
。

契
約
に
よ
る
一
時
的
な
共
同
事
業
も
可
能
で
あ
る
(
第
一
九
六
条
)
。

(
ウ
)
協
同
組
合
や
社
会
セ
ク
タ
ー
と
の
共
同
事
業
と
い
う
形
を
と
ら
ず
に
、

二
人
以
上
の
個
人
労
働
者
が
共
同
庖
舗
を
聞
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
(
第
四

三
条
)
。
こ
れ
ま
で
も
認
め
ら
れ
て
い
た
手
工
業
、
接
客
業
に
加
え
て
、
新

た
に
小
売
業
で
も
共
同
庖
舗
を
開
け
る
こ
と
に
な
っ
た
(
第
四
四
条
第
一
項
)
。

共
同
経
営
者
が
雇
え
る
労
働
者
の
数
も
増
え
た
。
経
営
者
と
被
用
者
と
合
わ

せ
て
一
一
人
ま
で
の
人
間
が
手
工
業
と
接
客
業
の
共
同
応
舗
で
働
く
こ
と
が

で
き
(
第
五
四
条
第
二
項
、
第
七
四
条
第
二
項
)
、
小
売
業
で
は
五
人
ま
で
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働
け
る
(
第
一
一
四
条
)
。
共
同
経
営
者
間
の
権
利
、
義
務
、
責
任
そ
の
他

の
事
項
に
つ
い
て
は
契
約
で
こ
れ
を
定
め
る
(
第
四
五
条
)

0

四

個
人
労
働
の
現
状
と
将
来

私
的
所
有
下
に
あ
る
生
産
手
段
を
用
い
て
な
す
個
人
労
働
は
、
ユ
ー
ゴ
ス

ラ
ビ
ア
で
は
例
外
的
な
労
働
形
態
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
現
在
ま
で
の

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
社
会
主
義
社
会
の
発
展
段
階
で
は
全
て
の
市
民
が
社
会
的

ユーゴスラピアにおける社会的所有と個人労働

生
産
手
段
に
よ
っ
て
労
働
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
事
実
を
考
慮
し
て
、

現
行
法
が
特
別
に
認
め
て
い
る
制
度
で
あ
り
、
従
っ
て
、
将
来
的
に
は
社
会

セ
ク
タ
ー
で
の
労
働
が
唯
一
の
労
働
形
態
と
な
っ
て
、
個
人
労
働
は
消
滅
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
根
深
く
残
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
今
回
の
立
法
は
個
人
労
働
の
分
野
を
整
備
・
拡
大
す
る
も
の

で
あ
り
、
明
ら
か
に
そ
の
消
滅
の
方
向
に
逆
行
し
て
い
る
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ピ

ア
経
済
に
お
い
て
個
人
労
働
が
-
段
と
積
極
的
に
奨
励
さ
れ
て
い
る
理
由
は

何
だ
ろ
う
か
。

第
一
に
挙
げ
る
べ
き
は
失
業
対
策
で
あ
ろ
う
。
現
在
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア

(
叩
)

の
失
業
者
数
は
一

O
O万
人
に
達
し
て
い
る
。
た
と
え
そ
の
う
ち
の
二

i
三

割
が
厳
密
な
意
味
で
の
失
業
者
で
は
な
い
と
し
て
も
、
社
会
セ
ク
タ
ー
で
働

(
臼
)

く
労
働
者
の
総
数
が
六

O
O万
人
強
で
あ
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
こ

の
失
業
者
数
が
い
か
に
大
き
な
も
の
で
あ
る
か
わ
か
る
。
現
在
こ
の
国
が
か

か
え
て
い
る
最
大
の
社
会
的
経
済
的
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
失
業
問
題
の
解

決
の
一
助
を
政
府
は
個
人
セ
ク
タ
ー
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
在
、
農
業
以
外
の
個
人
セ
ク
タ
ー
で
働
く
労
働
者
の
数
は
約
一
二

O
万
人
に

の
ぼ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
一
九
八
五
年
度
だ
け
で
こ
の
数
が
約
五
万
人
増
え

(
口
調
)

る
と
さ
れ
て
い
る
。
同
年
度
の
社
会
セ
ク
タ
ー
で
の
新
規
採
用
者
の
数
が
三

(
臼
)

O
万
人
と
見
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
こ
の
五
万

人
と
い
う
数
は
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
現
在
の
就
業
者
数
と

の
比
率
か
ら
見
て
も
、
個
人
セ
ク
タ
ー
で
の
新
た
な
職
場
の
創
出
が
よ
り
期

待
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

第
二
の
理
由
と
し
て
は
、
外
国
へ
の
出
稼
ぎ
労
働
者
の
帰
国
問
題
が
あ
る
。

一
九
八
四
年
三
月
の
時
点
で
西
ド
イ
ツ
だ
け
で
三

O
万
人
近
い
ユ

i
ゴ
ス
ラ

{
出
}

ピ
ア
人
が
雇
用
さ
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
北

欧
諸
国
な
ど
に
も
か
な
り
の
数
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
人
が
出
稼
ぎ
に
出
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
先
進
資
本
主
義
国
で
の
経
済
成
長
の
鈍
化
、
失
業
率
の
増

大
に
伴
い
、
外
国
で
の
仕
事
を
失
っ
て
帰
国
す
る
労
働
者
の
数
が
こ
こ
数
年

(
田
)

急
増
し
て
い
る
。
第
一
の
理
由
に
も
つ
な
が
る
が
、
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
労
働

者
に
対
し
帰
国
後
の
職
場
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
彼
ら
が
外

国
か
ら
持
ち
帰
る
資
金
と
技
能
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
に
当
局
は
強
い
関

心
を
い
だ
い
て
い
る
。
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周
知
の
よ
う
に
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
は
多
額
の
対
外
債
務
を
負
っ
て
お
り

ド(

ル翌九

J¥ 
外 m

書写
獲合
得 n

Zを
めに
い中
長長
府塑
は問虫

ぁ資
ι の

ゆ俵
る f穿
手残
段宵
を総
つ額
くは
し約
てー
い九
る O
億

帰
国
す
る
出
稼
ぎ
労
働
者
に
対
し
て
当
局
は
さ
ま
ざ
ま
な
投
資
先
を
提
供
し
、

p
m
w
v
 

そ
の
外
貨
を
で
き
る
だ
け
多
く
引
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
契
約
O
U
R
と

並
ん
で
、
個
人
労
働
は
そ
の
絶
好
の
機
会
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
出
稼
ぎ
労
働
者
が
先
進
資
本
主
義
国
で
身
に
つ
け
て
き
た
技
能
や

サ
ー
ビ
ス
の
ノ
ウ
ハ
ウ
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
経
済
で
う

ま
く
生
か
す
た
め
に
は
個
人
セ
ク
タ
ー
の
方
が
適
し
て
い
る
と
一
言
わ
れ
る
。

社
会
セ
ク
タ
ー
で
専
門
的
な
職
を
得
る
た
め
に
は
一
般
に
高
い
学
歴
が
要
求

さ
れ
る
が
、
出
稼
ぎ
労
働
者
の
多
く
は
未
熟
練
労
働
者
と
し
て
出
国
し
園
内

で
要
求
さ
れ
る
学
歴
・
資
格
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
、
帰
国
し
て
も
そ
の
熟

練
技
能
を
社
会
セ
ク
タ
ー
で
は
生
か
し
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。

第
三
に
、
急
速
な
技
術
革
新
に
伴
う
多
品
目
少
量
生
産
の
社
会
的
需
要
に

対
し
て
個
人
セ
ク
タ
ー
(
よ
り
正
確
に
は
小
規
模
経
営
)
の
方
が
応
じ
や
す

い
と
い
う
理
由
も
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
社
会
セ
ク
タ
ー
の
あ
る
企
業
が

使
っ
て
い
る
特
殊
な
機
械
の
部
品
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ピ

ア
の
市
場
全
体
で
そ
の
部
品
に
対
す
る
需
要
は
わ
ず
か
し
か
な
く
そ
れ
を
生

産
す
る
た
め
に
社
会
セ
ク
タ
ー
(
特
に
大
企
業
)
で
設
備
投
資
し
て
も
採
算

が
合
わ
な
い
の
で
、
結
局
、
部
品
は
外
国
に
発
注
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と

こ
ろ
が
そ
の
部
品
を
作
る
た
め
の
小
規
模
の
企
業
を
作
っ
て
こ
れ
に
そ
の
製

作
・
販
売
を
さ
せ
れ
ば
、
貴
重
な
外
貨
を
使
わ
ず
に
済
み
技
術
の
自
立
・
発

展
に
も
つ
な
が
る
。
そ
れ
で
小
規
模
経
営
、
特
に
個
人
セ
ク
タ
ー
の
活
躍
が

期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
個
人
労
働
は
積
極
的
な
根
拠
に
基
づ
い
て
評
価
・
奨
励
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
、
個
人
労
働
の
拡
大
・
発
展
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
障
害
が
立
ち
塞
が
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
個
人
労
働
に
つ
い
て
の
営
業
許
可
の
権
限
を
有
す
る
オ
プ
シ
ュ
テ

イ
ナ
の
レ
ベ
ル
で
、
個
人
労
働
に
対
す
る
理
解
や
熱
意
が
不
足
し
て
い
る
。

営
業
許
可
(
庖
舗
開
設
許
可
)
の
手
続
は
複
雑
で
効
率
性
に
欠
け
、
無
用
の

形
式
が
幅
を
き
か
せ
て
い
る
と
の
批
判
が
し
ば
し
ば
聞
か
れ
る
。
許
可
申
請

の
決
定
に
数
年
も
待
た
さ
れ
た
り
、
理
由
な
く
不
許
可
に
さ
れ
た
り
、
あ
る

い
は
、
社
会
セ
ク
タ
ー
で
は
要
求
さ
れ
な
い
高
度
の
義
務
を
課
さ
れ
た
り
し

て
、
資
本
と
意
欲
を
持
っ
て
帰
国
し
た
出
稼
ぎ
労
働
者
が
失
望
し
て
営
業
を

あ
き
ら
め
た
り
、
再
び
出
稼
ぎ
に
出
て
い
く
と
い
う
事
態
も
生
じ
て
い
る
。

本
法
に
よ
り
許
可
手
続
は
ず
っ
と
整
備
・
簡
素
化
さ
れ
た
が
、
個
人
セ
ク

タ
ー
は
常
に
資
本
主
義
の
温
床
で
あ
り
社
会
主
義
に
脅
威
を
与
え
る
と
い
っ

た
教
条
的
な
社
会
主
義
観
か
ら
個
人
労
働
の
発
展
に
警
戒
心
を
抱
い
た
り
、

外
国
か
ら
大
金
を
持
ち
帰
る
出
稼
ぎ
労
働
者
に
嫉
妬
心
や
反
感
を
覚
え
た
り

す
る
人
聞
は
少
な
く
な
く
、
現
場
の
官
僚
機
構
の
理
解
を
得
る
の
は
そ
う
筒

北法36(3・420)1084 



単
に
は
進
み
そ
う
に
な
い
。

税
金
や
各
種
拠
出
金
の
負
担
も
個
人
労
働
者
に
対
し
て
は
き
わ
め
て
重
い
。

例
え
ば
ベ
オ
グ
ラ

l
ド
で
は
、
個
人
接
客
業
に
対
し
て
は
三
三
パ
ー
セ
ン
ト

も
の
高
い
税
率
が
定
め
ら
れ
、
年
金
保
険
、
医
療
保
険
お
よ
び
教
育
e

文
化

そ
の
他
の
社
会
活
動
へ
の
拠
出
金
を
含
め
る
と
、
所
得
の
う
ち
実
に
七
五

パ
ー
セ
ン
ト
が
控
除
さ
れ
て
し
ま
う
。
個
人
セ
ク
タ
ー
労
働
者
が
不
当
に
金

持
ち
に
な
ら
な
い
よ
う
に
厳
し
い
社
会
的
負
担
が
課
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

ユーゴスラピアにおける社会的所有と個人労働

こ
れ
は
個
人
労
働
に
従
事
し
よ
う
と
い
う
意
欲
を
そ
ぐ
の
に
十
分
な
重
い
負

担
で
あ
る
。
減
税
措
置
が
と
ら
れ
る
ケ

l
ス
も
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
個
人

セ
ク
タ
ー
の
負
担
は
社
会
セ
ク
タ
ー
に
比
べ
て
非
常
に
大
き
い
。

失
業
対
策
の
面
で
も
個
人
労
働
の
役
割
を
過
大
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
全
体
で
農
業
を
除
く
個
人
セ
ク
タ
ー
で
働
く
三

O
万
人
の

人
間
の
う
ち
、
一
雇
一
わ
れ
て
い
る
労
働
者
は
一

O
万
人
に
す
ぎ
ず
、
残
り
の
二

O
万
人
は
経
営
者
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

一
経
営
単
位
あ
た
り
の
一
雇
用
、
労
働
者

(前〕

数
は
わ
ず
か

0
・
五
人
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
セ
ル
ピ
ア
共
和
国
に
限
っ
て

も

0
・
七
人
と
数
値
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。
本
法
に
よ
り
一
一
雇
用
制
限
が
緩

和
さ
れ
た
が
、
現
状
に
照
ら
し
て
み
る
と
こ
の
措
置
が
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
を

{
国
)

持
つ
の
か
疑
わ
し
い
。

雇
用
労
働
者
が
少
な
い
理
由
と
し
て
、
行
政
の
無
理
解
、
重
い
経
済
的
負

担
と
い
っ
た
問
題
の
ほ
か
に
求
職
者
の
大
都
会
・
社
会
セ
ク
タ
ー
指
向
と
い

う
要
因
を
挙
げ
る
必
要
が
あ
る
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
で
は
高
い
失
業
率
と
は

う
ら
は
ら
に
多
く
の
職
場
で
は
ポ
ス
ト
に
空
き
が
あ
り
、
そ
こ
で
求
人
を
し

て
も
誰
も
応
募
し
な
い
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
生
じ
て
い
る
。
求
職
者
の

大
部
分
、
特
に
そ
の
八

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
若
者
は
、
肉
体
労
働
を
嫌

っ
て
大
都
会
の
社
会
セ
ク
タ
ー
で
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
と
し
て
働
く
こ
と
を
望

ん
で
い
る
。
個
人
セ
ク
タ
ー
で
汗
水
流
し
て
働
く
よ
り
は
、
社
会
セ
ク
タ
ー

の
ポ
ス
ト
が
空
く
ま
で
待
っ
て
い
る
方
が
ず
っ
と
い
い
と
考
え
て
い
る
若
者

は
多
い
。
一
度
社
会
セ
ク
タ
ー
に
就
職
し
て
し
ま
え
ば
仕
事
は
楽
で
給
料
は

確
保
さ
れ
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
意
識
だ
か
ら
個
人
セ
ク
タ
ー
に
人
気
が

な
い
の
は
無
理
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
急
激
な
変
化
が
起
き
る
兆
し

は
な
く
、
本
法
の
期
待
す
る
就
業
者
数
の
増
加
と
い
う
事
態
も
簡
単
に
は
実

現
し
そ
う
に
な
い
。

ほ
か
に
、
銀
行
が
個
人
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
融
資
に
消
極
的
だ
と
か
、
同

業
種
の
社
会
セ
ク
タ
ー
か
ら
庄
力
を
受
け
る
な
ど
個
人
労
働
発
展
に
対
す
る

障
害
は
少
な
く
な
い
。

企
業
の
赤
字
と
倒
産
件
数
の
増
大
、
年
率
五

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
物

価
上
昇
、
実
質
賃
金
の
大
幅
な
目
減
り
、

一
O
O万
人
に
の
ぼ
る
失
業
者
と

い
っ
た
き
わ
め
て
困
難
な
経
済
状
況
の
中
で
、
今
年
(
一
九
八
五
年
)

-
百
)

か
ら
価
格
が
大
幅
に
自
由
化
さ
れ
社
会
計
画
法
改
正
草
案
が
激
し
い
論
議
の

の
ち
に
採
択
さ
れ
る
な
ど
、
経
済
危
機
か
ら
の
脱
出
口
を
求
め
て
、
現
在
さ 月

北法36(3・421)1085 
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ユーゴスラピアにおける社会的所有と個人労働

(
印
)
白
血
ヨ

E
百
『
釦
〈
口
二
百
。

Z
E
E
-
社
会
協
約
乱
『
伝
言

gH
己口問
2
2
と
並
ぶ

自
主
管
理
規
範
の
支
柱
。
労
働
者
お
よ
び
自
主
管
理
組
織
が
、
そ
の
社
会

的
経
済
的
地
位
を
定
め
る
た
め
に
任
意
に
平
等
の
立
場
で
締
結
す
る
。
契

約
と
異
な
り
、
そ
の
違
反
に
対
す
る
有
効
な
制
裁
措
置
が
定
め
ら
れ
て
い

な
し

(
初
)
こ
の
処
分
権
は
、
か
つ
て
の

R
O
の
使
用
権
の
内
容
を
構
成
し
て
い
た

処
分
権
と
同
じ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
否
定
す
る
見
解
も
あ
る

(
U
m
g』田口。〈尽
4
0
百・

2
?
え『

ω
∞
ω
)

(
幻
)
「
』

ε吉
田
口
]
巴
『
。
〈
応
-
』
U
3
5
6
。
?
白
定
智
弘
喜
押
さ
2
S
』
さ
せ
き
r
k
s
き

ミ
ミ
文
芸
書
ね
芯
且
遣
と
言
。
』
=
さ
き
-
∞

g
四『白己
-
H
m
w

斗
∞
・
出
『
品
品
。

(幻
)
0
・
g
o
]
白口。〈
-poH)
円一昨よ己『

ω
∞吋・

(
お
)
〉
の
曲
目
p
o
h
モ
♀
喜
子
凹
門
司

ω
叶・

(M)
売
買
を
定
義
す
る
第
四
五
四
条
で
は
、
第
一
項
で
売
主
は
買
主
に
処
分

権
ま
た
は
所
有
権
を
移
転
し
買
主
は
売
主
に
そ
の
代
金
を
支
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
定
め
、
第
二
項
で
そ
れ
以
外
の
権
利
の
売
買
に
つ
い
て
の

特
則
を
置
い
て
い
る
(
傍
点
筆
者
)
。

(
お
)
〉
の
回
目
M
Y
0
2
3
g
f

日可。

ω
∞
1
ω
m
y
v
h
h
z
ω
・国

H
C
M
W
印司
MWH
一
。
-

(
お
)
最
近
も
ス
コ
ピ
エ
で
「
社
会
的
所
有
の
諸
矛
盾
」
と
い
う
テ

1
マ
で
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
関
か
れ
、
活
発
な
議
論
が
交
さ
れ
た
(
ミ
~
h
F
8
2
f
印可-

mw

一色白一』巾)

(
幻
)
法
典
で
は
「
個
人
的
所
有
」

5
E
2
0
Z
E
「
私
的
所
有
」
日
)
Z
S
Z即

日
〈
さ

E
の
用
語
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
両
者
を
合
わ
せ
て
「
所
有
権
」

胃
言
。

2
0』
古
ぬ
と
呼
ぶ
の
が
普
通
で
あ
る
。

(お
)
0
・
2
。』言。〈同作
O

円y
門
戸
円
二
回
可
叩
品
・

(
m
m
)

住
宅
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
八
年
の
「
賃
貸
住
宅
お
よ
び
宅
地
の
国
有

化
に
関
す
る
法
律
」
自
己
N
Z
E
-
-丘
3
4
E
-
F『・日
N¥
印
∞
・
の
第
二
条
で
次

の
い
ず
れ
か
の
ケ
l
ス
ま
で
が
一
人
当
た
り
の
所
有
権
の
限
界
と
定
め
ら

れ
て
い
る
。

(
ア
)
二
つ
の
独
立
住
居
ま
た
は
三
つ
の
小
さ
な
独
立
住
居
か
ら
成
る
住
宅

用
建
物
、

(
イ
)
全
部
で
二
つ
の
独
立
住
居
と
一
つ
の
小
さ
な
独
立
住
居
か
ら
成
る
二

つ
の
住
宅
用
建
物
、

(
ウ
)
区
分
所
有
の
対
象
た
る
二
つ
の
独
立
住
居
、

(
エ
)
一
つ
の
住
宅
用
建
物
と
区
分
所
有
の
対
象
た
る
一
つ
の
独
立
住
居
。

土
地
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
五
年
の
「
農
業
改
革
お
よ
び
拓
殖
に
関
す
る

連
邦
法
」
印
Z
N
Z
E
E
2
0
2
-
F『
宮

¥
2・
と
こ
れ
を
承
け
た
各
共
和
国
法

に
よ
り
、
非
農
民
は
二
戸
当
た
り
三
1

五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
農
地
を
所
有

で
き
る
。

(
お
)
但
し
、
反
社
会
的
な
結
果
を
生
む
よ
う
な
所
有
権
の
行
使
は
認
め
ら
れ

な
い
と
い
っ
た
一
般
的
制
限
に
は
も
ち
ろ
ん
服
す
る
(
基
本
一
所
有
権
関
係

法
第
四
条
参
照
)
。

(
M
U
)

憲
法
第
八

O
条
第
一
項
、
第
二
項
。

(
犯
)
画
家
、
彫
刻
家
、
作
曲
家
、
作
家
、
俳
優
、
弁
護
士
な
ど
芸
術
・
文
化

活
動
、
知
的
活
動
に
独
立
し
て
個
人
で
従
事
し
て
い
る
者
は
本
法
の
対
象

と
は
な
ら
な
い
。
憲
法
第
=
二
条
、
連
合
労
働
法
第
一

O
O条
l
一
O
二一

条
参
照
。

(
お
)
本
法
に
よ
り
、
個
人
手
工
業
、
手
工
業
組
合
、
個
人
接
客
業
、
手
工
芸

業
に
関
す
る
四
つ
の
単
行
法
が
廃
止
さ
れ
、
道
路
運
送
法
、
内
国
航
行
法
、

北法36(3・423)1087 
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商
品
流
通
法
、
ゴ
ミ
収
集
・
利
用
法
、
旅
行
ガ
イ
ド
業
法
の
一
部
が
削
除

さ
れ
た
(
第
一
一
一
一
条
)
。

(お
1
2
)
ス
ロ
ベ
ニ
ア
で
は
一

O
年
以
上
も
前
に
本
法
の
よ
う
な
総
合
的
個

人
労
働
法
を
制
定
し
て
お
り
、
こ
の
分
野
で
も
最
も
発
達
し
て
い
る
と
一
言

わ
れ
る
が
、
一
言
葉
の
障
害
の
た
め
フ
ォ
ロ
ー
で
き
て
い
な
い
(
ス
ロ
ベ
ニ

ア
で
は
セ
ル
ボ
・
ク
ロ
ア
チ
ア
語
と
異
な
る
ス
ロ
ベ
ニ
ア
語
が
使
わ
れ

る)。

(
鈍
)
「
手
工
業
と
み
な
さ
れ
る
経
済
活
動
の
定
義
に
関
す
る
省
令
」
ω
Z
N

『巾ロ-伺{白印口】片山間的
-
U
『
ω
]
{
¥
寸N

(
お
)
経
済
活
動
に
従
事
す
る
企
業
そ
の
他
の
組
織
お
よ
び
個
人
労
働
者
が
加

入
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
組
織
。
業
務
の
共
同
発
展
を
目
的
と
し
、
地

域
、
共
和
国
・
自
治
州
、
連
邦
の
各
レ
ベ
ル
で
作
ら
れ
て
い
る
。

(
お
)
旧
法
M
E
N
U
S
-
四

-
m
g
r
印河川山
-
Z
-
品
¥
戸
第
二
七
条
。

(
幻
)
ク
ル
、
、
¥
ア
ー
モ
ン
ド
な
ど
の
皮
を
む
き
挽
く
作
業
、
穀
物
の
皮
む
き

作
業
、
コ
ー
ヒ
ー
豆
を
妙
っ
て
挽
く
作
業
は
削
除
さ
れ
た
。
巴
尽
Z
E

包
即
日
巳
r
m
同
一
戸
可
・
印
∞
一
¥
∞
「
に
よ
る
改
正
旧
法
第
三
二
条
の

a
第
一
項
参

n
ロぃ。
nuH 

(
お
)
最
も
基
本
的
な
政
治
行
政
単
位
。
コ
ミ
ュ

l
ン
と
も
訳
さ
れ
る
。
日
本

の
地
方
公
共
団
体
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
が
、
権
限
は
オ
プ
シ
ュ
テ
ィ
ナ
の
方

が
は
る
か
に
強
い
。
竹
森
正
孝
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
代
表
制
」
「
季
刊

科
学
と
思
想
』
第
五
六
号
参
照
。

(
ぬ
)
改
正
旧
法
第
三
二
条
の

d
第
一
項
。

(ω)
∞-尽
g
E
m
-
B
E
r
m
m
m
-
可
・
印
∞
¥
∞
H
に
よ
る
改
正
旧
法
第
一

O
条。

(
幻
)
旧
法
的
一
巳
F
0
2

間
-
2
2
r
印間的♂

σ「
品

¥
2
第
三
五
条
。

(
必
)
旅
行
ガ
イ
ド
業
法
的
}
己
N
Z
三
位
曲
目
ロ
戸
r
m
a
-
q
e
H
O
¥
叶
∞
・
旧
第
二
条
第

二
項
参
照
。

(
砧
)
手
工
業
に
つ
き
旧
法
第
二
条
第
四
項
、
接
客
業
に
つ
き
旧
法
第
一
一
一

条
第
四
項
参
照
。
小
売
業
、
運
送
業
に
つ
い
て
は
該
当
条
文
な
し
。

(
仏
)
八
一
年
改
正
旧
法
第
一
一
条
の

a
第
二
項
。

(必
)
O
O
U
R
、
R
O
そ
の
他
の
連
合
労
働
組
織
の
た
め
に
行
政
的
、
専
門

的
仕
事
を
す
る
組
織
。

(
M
W
)

手
工
業
に
つ
き
巴
C
N
Z
E
四

-
2
2
r
m
m
m
y
胃
お
一
¥
ゴ
に
よ
る
改
正
旧

法
第
四
一
条
i
第
四
三
条
。
接
客
業
に
つ
き
辺
C
N
Z
E
伺}白
M
E
r
m
図的噛

可
己
¥
斗
べ
に
よ
る
改
正
旧
法
第
二
条
の

a
o

(
幻
)
手
工
業
に
つ
き
旧
法
第
二
九
条
第
一
項
。
接
客
業
に
つ
き
旧
法
第
一
一

条
第
二
項
。

(
必
)
こ
れ
ま
で
は
経
営
者
と
被
用
者
と
合
わ
せ
て
六
人
ま
で
。
手
工
業
に
つ

き
旧
法
第
一
一
一
一
条
第
二
項
。
接
客
業
で
は
八
一
年
改
正
旧
法
第
一
一
条
四

項
に
よ
り
手
工
業
の
規
定
が
類
推
適
用
さ
れ
た
。

(
ぬ
)
ロ
∞
円
。
』
白
口
。
=
?
。
-v
・
2
【
二
回
門
「
品
N
U
l
品
N
品
一
の
め
品
。
の
円
『
尽
・
可
。
~
。
り
と
ω

至。
h§
笠
宮
町
立
な
呂

h
s
k
m
H
的
喜
弘
之
宮
署

Q
N
-
e
E
h
S民柏町で
H
h
h苦
Seasa
肘

R
S雪
も
f

3
2主
的

Hh込
町
苦
芯
室
見
守
悼
む
63。h
s
k
a
-
6
v
Z
白山田

N白r
o
ロ芹。印丹
hAH
ゆ∞
AH-U
「。』

H
O
1

]FH
印
片

H，・

H
H
c
m

(叩
)
3
5
H
E
e
N
∞
同

Hmw
∞日・

2
『・∞

(
日
)
可
と
え
芯
0

・ω回。]戸市
w

∞印
e

印
可
申
・

(臼
)
h
v
ミ
ミ
$
0
・
寸
阿
国
戸
市
山
∞
AH
・日円『・印・

(臼)」〈』『〉コω・口
-

H

双
山
町
・
印
可
N
ω

(
U
A
)

、
。
注
目
S
P
ω
ロ
-
H
U
∞
印
噂
印
可
申
・
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ユーゴスラピアにおける社会的所有と個人労働

(日
)
F
g
-
日円「・。

(日叫)同ぜなな』
S
-
N
U
'
]
{

同匂∞印'出片『品。

(
日
)
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
一

O
O
万
人
以
上
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
市
民
が
滞

在
し
て
い
る

0
3
R
E
P
-
E
回
忌
∞
印
叩
凹
可
・
由
・
そ
の
多
く
は
出
稼
ぎ
労

働
者
と
そ
の
家
族
で
あ
る
。

(
回
)
毎
年
三
万
五

0
0
0
人
か
ら
四
万
人
の
出
稼
ぎ
労
働
者
が
帰
国
し
て
い

る
o
z
g
印可
-
U

(回
)
~
ε
2
・
H
叶国・

H
匂∞印・印丹『・

H寸

(
印
)
個
人
労
働
者
が
、
オ
プ
シ
ュ
テ
ィ
ナ
、
労
働
組
合
、
経
済
会
議
所
と
結

ぶ
契
約
に
よ
り
、
そ
の
資
金
と
労
働
を
他
人
の
労
働
お
よ
び
社
会
的
所
有

物
と
連
合
さ
せ
て
作
る
連
合
労
働
組
織
。
契
約
O
U
R
内
で
は
個
人
労
働

者
が
業
務
を
管
理
す
る
(
憲
法
第
六
七
条
、
連
合
労
働
法
第
三

O
三
条
l

第
三
二
九
条
参
照
)
。
現
在
、
全
国
で
約
一
五

O
の
契
約
O
U
R
が
設
立

さ
れ
て
い
る
。
ミ
hz-ω

口
同
也
市
山
印
'
己
『
-Nω
・

(
m
U
)
F
g
-
M
H
『
N
丹
、
。
玄
忌
P
N
国
戸
市
w∞叩・日可・
4

(
臼
)
例
え
ば
、

F
R
E
E
-
E
H
E∞日・印片『・
4

に
紹
介
さ
れ
た
ケ
l
ス
を

見
よ
。

(臼)ミ』」〈
-ω

国
aHmwm山印唱的斤『
'
N
↑

(削出)』ぜな円

F
F
叶
・
回
同
也
市
山
町
・
帥
昨
『
匂

(
部
)
例
え
ば
、
社
会
セ
ク
タ
ー
の
接
客
業
に
対
す
る
セ
ル
ピ
ア
共
和
国
の
所

得
税
率
は
わ
ず
か
に

0
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
(
「
所
得
税
率
・

減
税
法
」
第
四
条
第
二
号
。
的
-ZNUBH
四
一
曲
目

E
r
m
a
-
U『
・
印
。
¥
∞
↑
)

(
以
別

)
2
H
Z
-
ω

ロ
-
H
匂∞印
e
印門「・

Nω
・

(訂)可。』

NEE・
E
-
H
H
'
H
由
主
-
∞
可
呂
但
し
こ
れ
は
手
工
業
の
み
に
関

す
る
数
値
。

(
国
)
但
し
、
接
客
業
、
と
り
わ
け
ア
ド
リ
ア
海
沿
岸
地
方
な
ど
の
観
光
地
で

は
、
制
限
緩
和
に
対
す
る
要
望
は
大
き
い
。

(
的
)
可
。
丘
町
H
F
F
ω
・
ロ
呂
∞
印
・
凹
可
申

(
初
)
、
。
止
な
F
P
N
e
間
同
坦
∞
印
占
的
丹
「

]{ω

(η)
ミ戸
ω・口

H
C
∞印
e
M可
立
個
人
接
客
業
で
の
資
格
要
件
が
厳
し
く

な
っ
た
の
は
、
社
会
セ
ク
タ
ー
か
ら
の
圧
力
に
よ
る
も
の
と
い
う
。

(η)
セ
ル
ピ
ア
で
は
、
一
九
七
九
年
か
ら
一
九
八
四
年
ま
で
の
五
年
間
に
、

約
一

O
O件
の
倒
産
手
続
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
セ
ル
ピ
ア
高
等

経
済
裁
判
所
で
は
三
七
件
の
連
合
労
働
組
織
の
倒
産
手
続
が
係
属
中
で
あ

る
。
可
之
と
忌
F

H

N

国
同
匂
∞
印
・

2
「
∞

(η)
一
九
八
四
年
一
年
間
で
物
価
は
五
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
上
昇
。

ERh千

ぎ

-
Z‘
H
S∞
叩
-
∞
押
「
印
今
年
末
ま
で
に
六

O
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
物

価
上
昇
が
予
測
さ
れ
て
い
る
。
、
。
之
内
NE-N∞
問
。

E
∞
印
ヨ
凹
片
『
・
∞
最
近
の

情
報
に
よ
れ
ば
、
一
九
八
五
年
五
月
に
は
前
年
度
同
期
と
比
べ
て
八
四

パ
ー
セ
ン
ト
の
物
価
上
昇
が
記
録
さ
れ
た
。

oh苦
R
P
U
『

N

叶N
-

]Fω‘〈同・
H
φ

∞
meω
片吋・品

(
九
)
こ
こ
五
年
間
で
三
四
パ
ー
セ
ン
ト
下
落
。

3
R
Z
P
N
C
図。

H
C
∞日・

印
可
。
も
っ
と
多
め
の
算
定
も
あ
る
。

(
%
)
「
価
格
の
社
会
的
統
制
制
度
に
関
す
る
法
律
」
印
Z
N
Z
E
包白日ロ
-r

的問的
.
C
吋
品
¥
∞
品

(
苅
)
一
九
八
五
年
三
月
一
四
日
に
議
会
を
通
過
し
、
現
在
、
公
開
討
論
に
か

け
ら
れ
て
い
る
。

(
行
)
一
九
人
二
年
度
で
そ
の
割
合
は
三
・
八
九
パ
ー
セ
ン
ト
。
未
確
定
な
が
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ら
一
九
八
三
年
度
で
は
三
・
九
四
パ
ー
セ
ン
ト
。

h
E
H
Z丘
町
宣
言
札
制
句
ミ
え

な
き
を
S
F
H
U
∞品・号・

5
叶
よ
り
算
出
。
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Hokkaido L. Rev 

Social Property and Personal Labor in Yugoslavia 

Tomoyoshi ho' 

Socialist self-management country Yugoslavia has three kinds of property system: so 

cial. personal (individual) and private one 

There are two different doctrines on the concept of the social property: property con 

cept of property and non-property concept of property. According to the former doctrine. 

the social property is the right which has all features of the ri耳htof ownership and its 

own subject. The latter one maintains that the social property is not the right of own 

ership but the socio-economic relation. and the subject of the social property does not ex 

ist (at least in the legal sense). The positive law accepts the latter concept. But at the 

same time it permits the enterprises to have the right of disposition on the basis of which 

they transicr objects under the social property to other subjects in the commercial trans 

actions. The content of the right of disposition is very similar to that of the right of own 

ership in the capitalist countries 

Personal ownership exists on the result of labor and has the consumable character. 

Private ownership is the ownership which individuals exercise on the certain means of 

production. But the border of these two ownerships is flexible 

The parliament of the Socialist Republic of Serbia passed the new law on the indepen-

dent personal labor in November 12. 1984. It mitigates the limitation to the private own-

ership. Main news are in the following: expanding of the maximum number of employed 

workers in the crafts from 5 to 10. personal tourist guide. working out of the technical 

documentation and small electric generation by the individual. making the procedure of 

permission shorter and easier， cooperative of personal workers in all kinds of personal 

activity. business cooperation with the social sector. etc 

These changes in favor of the private sector have their own justification in the possi-

bility of decreasing the number of unemployment， giving job to returnees from the West-

ern Europe (Gastarbeiter) and meeting easierly demand of producing items in small num. 

bers but many kinds. 

In spite of these news and favorable attitude of goverment toward personal labor. 

many difficulties remain in the field. Those are: lack of understanding in the communities 

which have the final competence. heavy burden of taxes and contributions. unwillingness 

• Research Assistant. Faculty of Law. Hokkaido University 
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among youth to be employed in the small. private factory etc 

m 北法36(3・558)1222 


